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市政情報 くらかけ清流の郷バーベ
キュー場が再開します
7月14日（月）から
神戸317-2
新たに売店や駐車場を整備し、営業
を再開します。緑豊かな都幾川鞍
掛橋周辺で川遊びやバーベキュー
をお楽しみください。

※工事に伴い周辺道路や施設の位置
が変更となりましたので、ナビゲー
ション等を利用する場合はご注意く
ださい。
環境美化協力金　普通車

　1,000円／台
※環境美化協力金とは、ごみ処理や
除草費用の一部を利用者が負担し、
周辺の環境美化に活用するものです。
※バイク等その他料金については
をご覧ください。
�くらかけ清流の郷管理事務所

　 81-6868

くらかけ
清流の郷

　マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストア等のマルチコ
ピー機で住民票の写しや所得証明書などを取得できます。
取得できる証明書 手数料 取扱時間

住民票の写し

1通200円 午前6時30分～
午後11時

住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書
所得証明書
住民税決定証明書
利用できる人　発行日現在で東松山市に住民登録があり、有効期限内の
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの人
利用できる店舗　マルチコピー機（キオスク端末）を設置している全国の
コンビニエンスストア等
※取扱時間内でも、システムメンテナンス等により臨時休止する場合が
あります。
※ご利用の際には、利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字4桁）の入
力が必要です。利用者証明用電子証明書の有効期限が過ぎ
ている場合や暗証番号が分からない場合は、市民課窓口で
本人による暗証番号の初期化や再設定をする必要がありま
す。
市民課 21-140223-2234 市

各種証明書のコンビニ交付

節電のお願い

　夏はエアコンの使用等で電気の使
用量が増える季節です。一人ひとり
の心がけが大きな効果となります。
熱中症等には十分注意し、無理のな
い範囲で節電に取り組み、夏を楽し
く快適に過ごしましょう。
夏の節電ポイント
・エアコンだけでなく、補助に扇風
機を活用しましょう。

・すだれや緑のカーテンを利用しま
しょう（緑のカーテンコンテスト
は12ページをご確認ください。）

・使わない部屋の電気は消し、昼間
の照明は控えましょう。

・使わない電化製品はコンセントを
抜きましょう。

・省エネ型家電への買換えを進めま
しょう。
環境政策課 63-500623-7700

消火器の取扱いには要注意

　腐食が進んだ消火器を操作した際
に消火器が破裂し、負傷等する事故
が発生しています。不用になった消
火器は、事業者に廃棄処理を依頼し
てください。特に、腐食が進んでい
る消火器は、容器破裂の危険性が大
きいため、絶対に使用せず、速やか
に廃棄処理を依頼しましょう。
消火器の廃棄方法
　消火器の処分は（一社）日本消火器
工業会（消火器リサイクル推進セン
ター）が行っています。詳細は を
ご確認又はコールセンターへお問い
合わせください。
コールセンター
（一社）日本消火器工業会（消火器リ
サイクル推進センター）
03-5829-6773
※リサイクルシール代、運送・保管
費用が必要な場合があります。
※「エアゾール（スプレー）式消火具」
や「外国メーカー製消火器」は対象外
です。
※ホームセンターや防災機器取扱店
などで、新しい消火器を購入する場
合、不用になった消火器の引き取り
サービスを行っているところもあり
ます。
危機管理防災課
　 21-1405
　22-7799

消火器リサイクル
推進センター

選挙期日�
公示日　7月3日（木）
投票日　7月20日（日）午前7時～午後8時
開票日　7月20日（日）午後9時から（北地区体育館）
投票できる人
　平成19年7月21日までに生まれた人（投票日当日満
18歳以上）で、原則令和7年4月2日までに東松山市に
住民登録され、引き続き3か月以上市内に住んでいる
日本国民
※令和7年4月3日以降に住民登録された人は、前住所
地で投票できる場合があります。詳細は前住所地の選
挙管理委員会にお問い合わせください。
入場券
　郵便で各家庭にお届けしています。入場券が万が一
届かなかったり、紛失しても東松山市の選挙人名簿に
登録されていれば、投票することができますので、投
票所の係員に申し出てください。
期日前投票
　次の場所、期間で期日前投票ができます。
場所 総合会館1階多目的室 高坂図書館大会議室

期間 7月4日（金）～19日（土）午前8時30分～午後8時
7月13日（日）～19日（土）
午前9時30分～午後7時

※スムーズな受付のため、あらかじめ投票所入場券裏
面の「期日前投票用宣誓書」のご記入をお願いします。
混雑回避のお願い
　投票所での混雑回避のために、期日前投票の積極的
なご利用をお願いします。期日前投票では投票日に近
づくほど混雑し、当日投票では午前9時～11時が特に
混雑する見込みです。
不在者投票
　当日の投票所にも、期日前投票所にも行くことがで
きない人のための制度で、仕事や旅行等による滞在地
での投票、県が指定した病院や老人ホーム等の施設で
の投票、郵便による投票があります。事前に申請手続
が必要となる場合がありますので、お早めに選挙管理
委員会までお問い合わせください。
選挙公報
　選挙公報は、投票日の前々日までに新聞折り込みで
各家庭にお届けします。また、市役所、各市民活動セ
ンターなどにも備えておきますので、
ご利用ください。
開票速報
　市 をご確認ください。
選挙管理委員会 21-144324-6123 市

第27回参議院議員通常選挙7月20日（日）は

夏の交通事故防止運動

7月15日（火）～24日（木）
重点目標
・自転車乗用時のヘルメット着用促
進と交通ルールの遵守

・こどもと高齢者の交通事故防止
・飲酒運転の根絶
スローガン
　人も車も自転車も�安心・安全�埼
玉県
この運動は、交通事故を防止する
ため、全ての県民が交通ルールを
遵守し、正しい交通マナーの実践
を習慣付けるなど交通安全意識の
向上を目指しています。運転者、
家庭、学校、職場、地域ぐるみで
交通事故ゼロを目指しましょう。
地域支援課 21-143522-7799

　国民年金保険料を納めることが困難な場合は、免除制度・納付猶予制
度があります。令和7年度分（7月～令和8年6月分）の申請は、7月1日か
ら受付を開始します。
　免除制度は、全額免除と一部免除（4分の3免除・半額免除・4分の1
免除）があり、申請者本人と配偶者、世帯主の前年所得をもとに審査さ
れます。免除期間がある場合、保険料を全額納付したときに比べ、老齢
基礎年金は少なくなります。
　納付猶予制度は、50歳未満の人を対象とし、申請者本人と配偶者の
前年所得をもとに審査されます。納付猶予は年金の受給資格期間には含
まれますが、年金額には計算されません。
※一部免除の場合は減額された残りの額を期限内に納める必要があります。
令和7年度月額保険料

定額
17,510円

全額免除 0円
3／4免除 4,380円
半額免除 8,760円
1／4免除 13,130円

※学生は学生納付特例（学生証・在籍証明書が必要）、失業した人は特例
免除（雇用保険被保険者離職票等の証明書類が必要）の申請ができます。
申請はマイナポータルから
　電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポー
タルを通じて電子申請ができます。
保険料の追納
　免除・納付猶予された保険料は、10年以内であれば、
後から納めること（追納）ができます。追納すると、保険
料を全額納付したときと同様に年金額が計算されます。
川越年金事務所 049-242-2657049-245-8919

　保険年金課 21-143423-0076 日本年金機構

令和7年度国民年金保険料の免除・納付猶予7月から
申請受付

農地の適正な管理をしま
しょう
　遊休農地は、火災やゴミの不法投
棄、病害虫の発生などの原因となり、
近隣の住民や農地に悪影響を及ぼし
ます。また、農地は一度荒れてしま
うと、元の状態に戻すのに大きな労
力と費用がかかります。農地の権利
を有する人は、耕うんや草刈りなど
適正な農地の管理をしましょう。
農業委員会事務局
　 21-143323-7700

市
政
情
報

講
座
・
教
室
・

イ
ベ
ン
ト

募
集
・
求
人

健
康

高
齢
者
・
福
祉

子
育
て

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

図
書
館

伝
言
板

相
談

文
芸

https://www.ferpc.jp
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/28/14993.html
https://hm-kanko.wixsite.com/kurakake
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/60/3053.html



